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第３項 災害（震災）廃棄物の推計量

１．災害廃棄物発生量の推計方法

地震を想定する際の考え方を、次「群馬県地震被害想定調査報告書 （群馬県 平成24年6月）では、」

のとおり示している。

この調査により想定された科学的に考えられる最大クラスの地震を元に、災害廃棄物の発生量、

既存施設での災害廃棄物の処理可能量をあらかじめ把握しておくことは、処理・処分計画を作成す

るための基礎資料として重要である。

したがって、各地震について地域防災計画で想定する災害規模に応じた発生量の推計を行った。

推計方法は、図1-1-3-1に示すとおり「災害廃棄物対策指針」の考え方を用いた。

なお、地域防災計画で想定されている地震は、表1-1-3-1に示す3つの地震である。

表1-1-3-1 想定地震

震源断層モデル

想定地震名 規模 想定断層の概要 走向 傾斜 長さ 幅 上端
（M） 深さ

（度） （度） （㎞） （㎞） （㎞）

関東平野北西縁断層帯 8.1 県南西部から埼玉県東部に 121 60 82 20 5ﾟ ﾟ

南西傾斜主部による地震 かけて分布する断層

太田断層による地震 7.1 県南東部の太田市周辺に 154.8 45 24 18 2ﾟ ﾟ

分布する断層 南西傾斜

片品川左岸断層 7.0 県北部の沼田市周辺に 16.8 45 20 18 2ﾟ ﾟ

による地震 分布する断層 東傾斜

出典）群馬県地域防災計画（震災対策編 （群馬県防災会議 平成28年３月））
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■ 検討フロー

① 建物被害の予測 ② 災害廃棄物の発生原単位の設定

【建物情報】 【ハザード情報】 【被害実績の情報】

・国勢調査 ・液状化 東日本大震災での災害廃棄物等処理実績

・住宅土地統計調査 ・揺れ （量・種類別割合）

・固定資産概要調査 ・津波 消防庁被害情報（全壊、半壊、一部損壊、

（・火災） 床上浸水、床下浸水棟数）

建物の被害想定 統計解析

・建物の被害棟数 ・発生原単位（トン／棟）

（全壊、半壊、床上浸水、床下浸水） ・災害廃棄物の種類別の割合

③ 災害廃棄物の発生量の推計

掛け合わせ

地域別・種類別の災害廃棄物の発生量
発生量（トン）＝建物被害棟数（棟）×発生原単位（トン／棟）×種類別の割合（％）

● 建物被害棟数（棟）

「群馬県地震被害想定調査」における市町村別の建物被害予測結果を用いた。

● 発生原単位（トン／棟）

「災害廃棄物対策指針」における「首都圏直下地震」の値を採用した。

全壊：161トン／棟、半壊：32トン／棟

なお、現在、国では、地域ブロックの特性（非木造建造物の割合や密集率、工業地帯の有無な

ど）を考慮した、より精度の高い発生原単位を設定し、及び、災害廃棄物の発生について都道府

県単位で整理することとしていることから、その成果に基づき随時更新する。

● 災害廃棄物の種類別の割合

想定される災害廃棄物の種類別の割合については 「災害廃棄物対策指針」における「首都圏直下地震」、

の構成割合を用いた。

可燃物：8％、不燃物：28％、コンクリートがら：58％、金属くず：3％、柱角材：3％

図1-1-3-1 災害廃棄物発生量の推計方法
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２．災害廃棄物発生量の推計結果

各想定地震における災害廃棄物発生量の推計結果は、表1-1-3-2に示すとおりである。

また、市町村別の災害廃棄物発生量の推計結果は、表1-1-3-3に示すとおりである。

表1-1-3-2 各想定地震における災害廃棄物発生量の推計結果

災害廃棄物発生量 単位千ｔ（千㎥）

想定地震名
合計 可燃物 不燃物 ｺﾝｸﾘｰﾄ 金属 柱角材

がら くず

関東平野北西縁断層帯主部による地震 13,180 1,054 3,690 7,644 395 395

12,225 (2,636) (3,355) (5,165) (350) (719)（ ）

県庁舎との容積比※ 34.3 7.4 9.4 14.5 1.0 2.0

太田断層による地震 5,147 412 1,441 2,985 154 154

(4,774) (1,029) (1,310) (2,017) (137) (281)

県庁舎との容積比※ 13.4 2.9 3.7 5.7 0.4 0.8

片品川左岸断層による地震 51 4 14 29 2 2

(47) (10) (13) (20) (1) (3)

県庁舎との容積比 ※ 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

※群馬県庁舎の容積は、356,136㎥とした。
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表1-1-3-3(1) 市町村別の災害廃棄物発生量の推計結果

（関東平野北西縁断層帯主部による地震）

出典）

群馬県地震被害想定調査報告書

（群馬県 平成24年６月）
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表1-1-3-3(2) 市町村別の災害廃棄物発生量の推計結果

（関東平野北西縁断層帯主部による地震 ㎥換算）
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表1-1-3-3(3) 市町村別の災害廃棄物発生量の推計結果
（太田断層による地震）

出典）

群馬県地震被害想定調査報告書

（群馬県 平成24年６月）
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表1-1-3-3(4) 市町村別の災害廃棄物発生量の推計結果

（太田断層による地震 ㎥換算）
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表1-1-3-3(5) 市町村別の災害廃棄物発生量の推計結果

（片品川左岸断層による地震）

出典）

群馬県地震被害想定調査報告書

（群馬県 平成24年６月）



1 - 1 - 3 - 9

表1-1-3-3(6) 市町村別の災害廃棄物発生量の推計結果

（片品川左岸断層による地震 ㎥換算）
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第４項 計画の見直しのあり方について

１．見直しの必要性

本計画は、国の「災害廃棄物対策指針」に基づき、主に県内の市町村が被災した場合を想定し、

災害予防、災害応急対策、復旧・復興に必要な対策に平時から取り組むために、とりまとめたもの

である。

被災後の復旧や復興を速やかに進めるためには、法令改正、新たな知見等を反映させ、計画の実

効性を高めることが必要である。

そのため、本計画は、随時見直しを行うこととする。

２．計画の点検・更新

本計画は、県の地域防災計画や被害想定が見直された場合、訓練等を通じて内容の変更が必要と

なった場合等、状況の変化に応じて、適宜追加・修正を行うこととする。

（１）訓練の実施

本計画に基づく訓練を毎年実施し、本計画を点検する。

（２）他の事例の情報収集

他の地域で災害廃棄物処理を行っている場合には、対応状況等の情報収集に努めることとする。

（３）計画の定期的な見直し

毎年、訓練結果や収集した情報を評価し、計画を見直す。見直しの履歴については、計画に明記

する。

（４）リストの更新

協定締結業者団体の会員リスト、市町村等連絡先一覧、行政機関の廃棄物部局経験者リストやそ

の他関係者の連絡先等については、毎年、内容を更新する。
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第２章 組織体制・指揮命令系統

第１項 各主体の役割分担

平時（事前準備 、初動期（発災直後 、応急対応期及び復旧・復興期の各段階における国、県及） ）

び市町村の役割分担は、表1-2-1-1に示すとおりである。

表1-2-1-1(1) 各主体の役割分担（平時、初動期）

主体 区分 平時（事前準備） 初動期（発災直後）

市 組織 ・組織体制の整備 ・専門チームの設置

町 体制 ・関係機関との連絡体制の整備 ・責任者の決定、指揮命令系統の確立

村 ・支援協定の締結 ・組織内部･外部との連絡手段の確保

廃棄物 ・廃棄物処理施設の耐震化と災害対策 ・被害状況把握、県への報告

処理 ・仮設トイレの確保 ・関係団体等への協力･支援要請

・仮置場候補地の選定

・災害時の廃棄物処理方針の検討

・災害対策経験者リストの作成

支援 ・支援対策（組織･人員･機材等）を含む計画

県 組織 ・組織体制の整備 ・災害に対応した組織体制の確立

体制 ・関係機関との連絡体制の整備 ・被災市町村との連絡手段の確保

・支援協定の締結 ・広域的な協力体制の確保、周辺市町村･関係省庁･

民間業者との連絡調整

廃棄物 ・事務委託手続の検討 ・被害情報の収集

処理 ・災害対策経験者リストの作成 ・被災市町村の支援ニーズの把握、国への報告

・収集運搬、処理体制に関する支援･助言

（ ）支援 ・広域的な視点からの支援体制 組織･人員･機材等

の確保

国 ・大規模災害時の財政支援の制度化 ・組織体制の整備

・効果的な廃棄物処理制度の検討 ・県からの情報確認、支援ニーズの把握

県・市町村等からも国に働きかける ・緊急派遣チームの現地派遣（ 。）

・災害廃棄物処理対策協議会の設置

・広域的な協力体制の整備

・国際機関との調整
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表1-2-1-1(2) 各主体の役割分担（応急対応期、復旧・復興期）

主体 区分 応急対応期 復旧・復興期

市 組織 ・民間業者や県と連携した体制の整備 ・組織体制や役割分担の見直し

町 体制

村

廃棄物 ・災害廃棄物の仮置き ・災害廃棄物処理実行計画の実施

処理 ・県、隣接市町村及び関係団体への支援要請 ・復旧復興計画と合わせた処理･再資源化

・災害廃棄物処理実行計画の策定 ・関係団体等への支援要請

・災害廃棄物処理の進捗管理 ・災害廃棄物処理の進捗管理

支援 ・支援に必要な情報収集･支援の実施 ・支援に必要な情報収集･支援の実施

・災害対策経験者の派遣 ・長期支援の実施検討

県 組織 ・国や県内市町村、民間業者と連携した体制整 ・組織体制や役割分担の見直し

体制 備

廃棄物 ・被災市町村の情報収集･支援要請 ・被災市町村の情報収集･支援要請

処理 ・災害廃棄物処理実行計画の検討支援 ・災害廃棄物処理実行計画の実施（事務委託

・災害廃棄物処理実行計画の策定（事務委託を を受けた場合）

受けた場合） ・県による廃棄物の処理（同上）

・災害廃棄物処理の進捗管理（同上） ・災害廃棄物処理の進捗管理（同上）

支援 ・支援に必要な情報収集、支援の実施 ・支援に必要な情報収集、支援の実施

・災害対策経験者の派遣 ・長期支援の実施検討

国 ・県からの情報確認、支援ニーズの把握 ・県からの情報確認、支援ニーズの把握
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第２項 被災時における内部組織体制

被災時における県の内部組織体制は 「群馬県地域防災計画 （群馬県防災会議 平成28年3月）に、 」

基づき 「群馬県災害対策本部」の組織体制とする（図1-2-2-1参照 。、 ）

なお、群馬県災害対策本部において災害廃棄物対策は 「環境森林部」が所管する。、

災害廃棄物対策における内部組織体制は、図1-2-2-2に示すとおりである。

本 部 会 議 部 班

本 部 長 知 事 総 務 部 防災総括班、総務班、財政班、私立学校対策班、

副 知 事 広報班、避難所支援班、渉外班

副本部長 副 知 事 企 画 部 企画総務班、企画応援班

警 察 本 部 長 生 活 文 化 生活文化スポーツ総務・ボランティア班、県民相

総 務 部 長 スポーツ部 談班、外国人支援班、生活文化スポーツ応援班

危 機 管 理 監 こ ど も こども未来総務班、児童福祉班

企 画 部 長 未 来 部

、 、 、本 部 員 生活文化スポーツ部長 健康福祉部 健康福祉総務班 医療・防疫班 要配慮者対策班

こ ど も 未 来 部 長 衛生・食品班、医薬品対策班、健康福祉応援班

ごみ･し尿対健 康 福 祉 部 長 環境森林部 環境森林総務班、環境汚染対策班、

環 境 森 林 部 長 、林業対策班、環境森林応援班策班

農 政 部 長 農 政 部 農政総務班、農業施設・農作物対策班、食料調達

産 業 経 済 部 長 班、農政応援班

県 土 整 備 部 長 産業経済部 産業経済総務班、燃料対策班、生活必需品班、工

会 計 管 理 者 業振興班、観光班、産業経済応援班

企 業 管 理 者 県土整備部 県土整備総務班、交通対策班、道路対策班、河川

病 院 局 長 水防班、砂防班、施設対策班、被災宅地建物班、

教 育 長 住宅対策班、下水道班、県土整備応援班

議 会 事 務 局 長 企 業 部 企業総務・財務班、発電班、団地・施設管理班、

水道班

病 院 部 病院総務班

教育管理部 教育総務班、公立学校施設班、社会教育施設班、

本 部 各 部 の 防 災 文化財保護班

連 絡 員 事 務 担 当 者 学校教育部 公立学校指導班、学校教育応援班

会 計 部 経理班

議 会 部 議会班

自 衛 隊 連 絡 室 警 備 部 警備対策班

警 務 部 警務対策班

生活安全部 生活安全対策班

地 域 部 地域対策班

刑 事 部 刑事対策班

交 通 部 交通対策班

情報通信部 通信対策班

出典）群馬県地域防災計画（群馬県防災会議 平成28年３月）

図1-2-2-1 群馬県災害対策本部における内部組織体制
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市 町 村

ごみ・し尿に係る災害情報の収集

地方部環境森林班（環境（森林）事務所）

国

県環境森林部ごみ・し尿対策班 （関東地方環境

事務所）

総 括 責 任 者

廃棄物・リサイクル課長)(

県 総 務 担 当

の
計 画 担 当

各

部 処 理 担 当

局
経 理 担 当

群馬県災害警戒本部

群馬県災害対策本部

国

図1-2-2-2 災害廃棄物対策における内部組織体制
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第３章 情報収集・連絡体制

【 【 】第１項 県災害対策本部との情報収集・連絡体制 国指針：P2-20】、 県地域防災計画：P120

ごみ・し尿対策班は、災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理を行う観点から、図1-3-1-1に示す

情報を県災害対策本部（総務部危機管理室）から収集する。

収集した情報は、ごみ・し尿対策班内において共有するとともに、群馬県災害廃棄物処理対策協

議会の構成員及びその他の関係者に周知する。

収集した情報を元に、災害廃棄物の発生量、インフラの被災状況を踏まえた災害廃棄物の収集運

搬経路の確保等を行う。

なお、時間の経過とともに被災・被害状況が明らかになるため、常に県災害対策本部（総務部危

機管理室）から最新情報を収集する。

被災状況 収集運搬体制に関する情報 発生量を推計するための情報

ライフラインの被害状況 道路情報 全半壊の建物数
解体・撤去を要する建物数

担当者 担当者

担当者
避難所箇所 収集運搬車両の状況
避難人数 水害の浸水範囲

仮設便所の必要数 担当者 （床上、床下戸数）

担当者 担当者

一般廃棄物処理施設等の
被害状況

担当者

有害廃棄物の状況

担当者

図1-3-1-1 県災害対策本部から収集する情報
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第２項 県内市町村との情報収集・連絡体制

発災時において、県は迅速に市町村等の被災状況に関する情報収集を行う。

地理的な特徴や建築物の集積状況により、被災状況はそれぞれ異なることから、必要に応じ被

災市町村に職員を派遣し、正確な情報収集を積極的に行う。

発災直後は、処理施設の被災状況や廃棄物の集積情報について整理し、特に腐敗しやすい、又

は有害な廃棄物など優先的な処理が求められる廃棄物について、所在地、発生量等必要な情報を

正確に把握する必要がある。このため、市町村の連絡窓口等を明確にし、定時報告など定期的に

情報収集する体制を構築する。


